
　

浄
化
槽
に
は
、
定
期
的
な
保

守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、
法

定
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

適
正
な
維
持
・
管
理
を
行
わ

な
け
れ
ば
、
放
流
水
の
水
質
悪

化
や
、
悪
臭
の
発
生
な
ど
で
、

自
然
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

浄
化
槽
を
設
置
・
管
理
し
て

い
る
人
は
、
必
ず
法
定
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

　

法
定
検
査
に
は
、
①
使
用
開

始
後
の
検
査
と
②
毎
年
１
回
の

定
期
検
査
が
あ
り
、
次
の
県
知

事
指
定
検
査
機
関
が
行
い
ま
す
。

①
使
用
開
始
後
の
検
査

　

浄
化
槽
を
新
設
・
変
更
し
た

と
き
は
、
設
置
工
事
が
正
し
く

行
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
検
査

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

使
用
開
始
後
３
か
月
が
経
過

し
た
日
か
ら
５
か
月
以
内
に
、

県
知
事
指
定
検
査
機
関
の
検
査

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
方
法　

浄
化
槽
設
置

　

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
毎
年
１
回
の
定
期
検
査

　

浄
化
槽
の
浄
化
機
能
を
確
認

す
る
た
め
、
毎
年
１
回
、
県
知

事
指
定
検
査
機
関
の
検
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

検
査
項
目

▽�

ポ
ン
プ
の
稼
動
状
況
、
悪
臭

や
蚊
な
ど
の
発
生
状
況
、
消

毒
の
実
施
状
況
な
ど
の
確
認

▽�
放
流
水
の
水
質
検
査
な
ど
に

よ
り
、
浄
化
槽
が
正
常
に
働

い
て
い
る
か
を
検
査

▽�

保
守
点
検
・
清
掃
の
記
録
な

ど
の
チ
ェ
ッ
ク

申
し
込
み
方
法　

県
知
事
指
定

検
査
機
関
と
の
契
約
が
必
要

で
す
。
契
約
書
の
様
式
は
、

指
定
検
査
機
関
に
送
付
し
て

も
ら
う
か
、
環
境
整
備
課
に

備
え
付
け
の
も
の
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

県知事指定検査機関
▽（公社）広島県環境保全センター

　（広島市安佐南区大塚西４-２-28
　・☎０８２-８４９-６４１１）

▽（公社）広島県浄化槽維持管理協会
　（広島市中区東平塚町３-28
　・☎０８２-５４６-２１６８）

法
定
検
査
と
は

法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
の
法
定
検
査

あ
な
た
は
も
う
受
け
ま
し
た
か
？
　

問
い
合
わ
せ
先
　
環
境
整
備
課
（
本
山
工
業
団
地
内
・
☎
４
３-

９
２
２
２
）

◎献体とは

　死後、自分の遺体を、医療従事者の教育と研
究を目的とした解剖実習のために、大学へ無償
で提供することです。解剖実習は、人体の構造
を知る大切な学問であり、信頼できる医師・医
療従事者の育成につながります。
　解剖実習後は、大学で火葬し、死後１年から
１年半後に、遺骨を遺族にお返しします。
◎家族で話し合ってみてください　　　　　　
　献体には、家族や親戚の同意が必要となりま
すので、十分に話し合うことが必要です。献体
へのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先　岡山大学医学部内　ともしび会
　（☎０８６-２３５-７０９２）

　ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）は、
「青年海外協力隊（20歳～39歳）」、「シニア
海外ボランティア（40歳～69歳）」などを募集
しています。
　これらは、開発途上国の人々と共に生活し、
相互理解を図りながら、人々の自助努力を促進
させる形で協力活動を行う海外でのボランティ
アです。
　詳しくは、ＪＩＣＡボランティアのホームペ
ージをご覧ください。
申し込み期限　11月２日（月）（当日消印有効）
問い合わせ先　独立行政法人国際協力機構　中
　国国際センター（☎０８２-４２１-６３０５
　・ jicacic-jocv@jica.go.jp）

医学発展のため
献体にご協力ください

「ＪＩＣＡボランティア」
2015年度秋募集を行います

10月１日は
浄化槽の日
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